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研究成果の概要（和文）：精神障害者の通報や相談における援助を行った経験がある 5年以上の

保健師 14名を対象に半構成的質問紙を用いてインタビューを実施し、近隣住民や警察等から精

神障害者に関する通報や相談があった際、保健師が初回訪問時に実践している援助内容および

看護技法を明確にし、地域で生活する精神障害者の看護のあり様について考察を加えた。分析

の結果、通報時における援助内容および看護技法として 9つのカテゴリー、相談時においては

7つのカテゴリーが抽出された。 
 
研究成果の概要（英文）：I conducted a survey in the form of a semi-structured questionnaire 
on fourteen public health nurses with more than 5 years of experience, who have provided 
supports: receiving reports on or being consulted about a mentally challenged individual. 
Accordingly, I have clarified the approaches of support and the techniques of nursing 
they practice during the initial visit after they received the reports from neighborhood 
residents or police or were consulted for advice by those. Also, I observed the conditions 
of nursing care for mentally challenged individuals living in the region. As the result 
of this analysis, 9 categories are extracted for the approaches of support and the 
techniques of nursing in the case of receiving the reports, and 7 categories in the case 
of being consulted. 
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１．研究開始当初の背景 
我が国の精神障害者対策においては入院

中心の治療体制から地域ケアを中心とする
体制へと変化しており、また精神科病院にお

いても国の退院促進事業により、ますます地
域で生活する精神障害者は増加傾向にある。
そのため地域住民と精神障害者との関わり
が増す一方で、近隣住民・民生委員・警察と
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いった第三者から保健所に地域で生活する
精神障害者に関する相談や通報が持ち込ま
れることがある。その数は近年増えてきてい
る現状にある。 
 地域で生活する精神障害者を支える精神
保健福祉活動の第一線機関である保健所は、
精神保健福祉相談、訪問指導、精神保健福祉
に関する実態把握、教育、広報活動と協力組
織の育成等の精神保健福祉業務を行ってい
る。保健師も地域精神保健福祉活動の一端を
担う一員として保健福祉的な側面だけでは
なく、医学的な側面も加味しながら援助活動
を行っている。また近隣住民等から精神障害
者に関する相談や通報時には、精神障害者に
関する情報がほとんどない状況の中で、保健
師は警察や精神障害者宅に初回訪問し看護
援助している。 
 国内における通報および相談による精神
障害者への援助内容に関する研究は、近隣苦
情への相談支援の現状や対応、保健所におけ
る精神障害者の通報等に関する現状や課題
等の実態調査を検証したものが中心であり、
通報等による精神障害者の援助に視点をお
いた報告は少ない。さらに通報等により保健
師が警察や精神障害者宅へ初回訪問し、実際
に行った具体的な看護援助について焦点を
あてたものも皆無である。国外においても国
内同様、本研究（保健師が初回訪問時に行っ
た看護援助）に関連する研究は見当たらなか
った。 
 
２．研究の目的 
近隣住民・民生委員・警察といった第三者

から保健所に地域で生活する精神障害者に
関する相談や通報があった際、精神障害者に
関する情報がほとんどない状況の中で、保健
師は警察や精神障害者宅に初回訪問し看護
援助している。初回訪問においては、精神障
害者による迷惑行為や自傷他害に及んでし
まうケースもあり、緊急に判断をしなければ
ならないこと、またその時点での対応を一歩
誤ると取り返しのつかない事態となる恐れ
があるなど、保健師は常に適時適切な看護援
助を行っていくことが求められているもの
の、具体的な援助内容については明らかにな
っていない。そこで本研究は、近隣住民や警
察等から精神障害者に関する相談や通報が
あった際、保健師が初回訪問時に実践してい
る援助内容および看護技法を明確にし、地域
で生活する精神障害者の看護のあり様を考
察するものである。 
 
３．研究の方法 
（1）研究対象者 
   本研究の対象者は、精神障害者（以下、 

当事者と記す）の相談や通報における援 
助を行った経験を有し、自己の実践を語 

ることができる 5年以上の勤務経験のあ 
る近畿圏内の保健所の保健師であり、か 
つ本研究の趣旨を理解し研究協力の同 
意を得られた者（14名）とした。 

    
（2）データ収集方法と内容 

対象者に研究者が作成したインタビ 
ューガイドを用いて、40～60分程度の 
インタビューを対象者 1名に対して 2回 
実施した。1回目は、インタビューガイ 
ドをもとに通報および相談を受けた時 
点から開始される直接的または間接的 
援助内容等についてである。2回目は補 
足事項等を中心にインタビューを行っ 
た。 
なおデータ収集期間は、2010年 7月 

～2011年 7月であった。 
 
（3）分析方法 

インタビューの内容は対象者の許可 
を得て ICレコーダーに録音し、逐語録 
を作成した。逐語録を精読のうえ、内容 
全体の理解や解釈に努めた。そして対象 
者が通報や相談時それぞれに対して行 
っている援助内容および看護技法に焦 
点を当てながら、1文節ごとにできるだ 
け語られた言葉を残しながらコード化 
した。次に、それぞれのコードを対比し 
ながら意味内容の類似性と相違性に基 
づき、統合と抽象化を行い、核となるカ 
テゴリーを抽出した。 
 

（4）倫理的配慮 
   本研究は、畿央大学の研究倫理委員会 

の承認を得て実施した。研究対象者に対 
して研究の趣旨や方法、個人情報の保護、 
研究協力の任意性と撤回の自由、研究参 
加の有無により不利益を被ることは一 
切ないこと、研究期間中および研究終了 
後のデータの取り扱い方針等について 
口頭と文書で説明し、同意が得られた場 
合は、同意書への自筆サインをもらった。 

 
４．研究成果 
（1）調査対象保健師の背景 
   対象となった保健師は 14名で、年齢 

は 40歳代～60歳（平均 50.5歳）であ 
り、対象者全員が女性であった。保健師 
としての経験年数は 14～37年（平均 
25.5年）であり、そのうち精神保健福祉 
分野における経験年数は 3～25年（平均 
11.5年）であった。 

    
（2）通報時における援助内容および看護 

技法 
   当事者に関する通報が保健所にあっ 

た際の援助内容および看護技法として、 



 

 

次の 9つのカテゴリーを抽出した。 
   以下、カテゴリーを【 】、サブカテ 

ゴリーを＜ ＞で示す。 
なお、対象者から語られた通報時にお 

ける援助内容および看護技法は、警察官 
通報のみであった。そのため本研究にお 
いて通報とは、警察官通報とする。 

    
① 【通報時における体制を整える】 

   警察より保健所に通報の連絡が入っ 
た時点で、精神症状により自傷他害に至 
ったのか等＜保護要件の確認＞を行っ 
ていた。そして措置診察を行う精神保健 
指定医（以下、指定医と記す）の確保等 
の事前準備があるため、措置診察の有無 
に拘らず＜通報が入った時点で都道府 
県に報告＞していた。また当事者に関す 
る相談歴や通院公費等の＜所内にある 
個人基礎データの確認＞や、その基礎デ 
ータをもとに＜関係機関に問い合わせ 
る＞ことで当事者の通院状況等の情報 
収集を行い、さらに保健所の精神保健担 
当者間（以下、担当者間と記す）でそれ 
らの＜情報の共有＞を行うことにより、 
保健所内での通報時における体制を整 
えていた。 

      
② 【通報に至った背景や病態をつかむ】 

   保健師は当事者が保護されている警 
察署で、直ちに警察官より通報の経緯や 
自傷他害行為について具体的に＜通報 
内容の確認＞を行い、当事者に薬物の関 
与が疑われる時は、警察官が行った尿検 
査や注射痕についても確認をしていた。 
通報内容の確認後、当事者に対して精神 
症状、通報に至った状況、通院歴、生活 
状況等について、警察官立ち会いのもと、 
複数の担当者で＜安全に配慮しながら 
面接し状況把握する＞初回面接を行っ 
ていた。また当事者から話を聞くだけで 
はなく、心身の状況や服装等の＜全身の 
観察＞もあわせて行っていた。家族との 
面接においては当事者の治療歴、今まで 
の生活状況、精神症状等について＜家族 
から客観的な情報を得る＞ことで、通報 
に至った背景や病態を総合的にとらえ 
ていた。 

   
③ 【人間関係の確立】 

当事者やその家族との面接開始時に 
は、必ず＜保健師としての身分と関わる
理由を明らかにする＞ことを行っていた。
そして当事者やその家族の＜人権への配
慮＞をしながら、思いや訴えに対して＜
傾聴する＞、＜気持ちによりそう＞、そ
してなにより当事者に対して先入観をも
たずにありのままの＜その人自身を見る

＞ことを心掛けていた。さらに当事者や
その家族が安心して話しができるような
＜話しやすい雰囲気づくり＞や、当事者
が無反応の時には会話時の反応を見なが
ら会話のとっかかりを見つける等＜話し
の糸口を探る＞、そして外国人等、言葉
よりも文字の方が意思の疎通が図れる時
は＜紙媒体でコミュニケーションを図る
＞ことを行っていた。家族に対しては当
事者の介護に対する＜ねぎらいの声かけ
＞したうえで、保健師として当事者やそ
の家族に対する＜思いを伝える＞、そし
て家族の疾患等に対する理解度や受け止
め方によっては無理強いせず、家族と保
健師との信頼関係を作る等＜今後につな
げる関わり＞を行っていた。 

      
④ 【通報制度について法律の観点から 

説明する】 
   通報が法律に基づいて遂行されてい 

ることに理解を得るために、当事者やそ 
の家族に対して＜通報制度やその流れ 
について説明する＞、そして治療を行う 
うえで関連する措置入院や医療保護入 
院等の＜入院形態について説明する＞ 
こともあわせて行っていた。 

       
⑤ 【個々に応じた助言】 

   通報に至った背景が精神症状に起因 
している時は、保健師は当事者やその家 
族に対して＜治療の必要性について伝 
える＞ことを行っていた。しかし医療へ 
の導入および継続に対し経済的理由等 
の阻害要因がある場合は、活用できる＜ 
社会資源について情報提供する＞、そし 
て今後、地域生活を営むうえでの生活の 
しずらさ等が生じた時は保健所に来所 
するよう＜相談機関としての保健所を 
アピールする＞ことも行っていた。 

       
⑥ 【他機関との連携】 

当事者やその家族に活用できる社会 
資源の情報提供をした後、個々の状況に 
応じて担当窓口を紹介する等＜関係機 
関につなげる＞支援を行っていた。さら 
に外国人に対する通報時は、領事館等を 
通じて本国の当事者の家族と連絡を取 
りあう等、＜諸外国との連携＞を図って 
いた。 

          
⑦ 【通報要件への判断】 

   担当者間で通報書、当事者およびその 
家族との面接、関係機関への問い合わせ 
から＜得られた情報をもとに協議する 
＞、そして通報に至った背景に精神疾患、 
身体疾患、薬の副作用等の関与について 
＜精神症状の起因を見極める＞が、万が 



 

 

一その起因として身体疾患が疑われる 
時は、一般科受診を優先していた。しか 
し精神症状の起因が身体疾患に起因す 
るものなのか等、担当者間で＜意見相違 
時は、上司に意見を求める＞ことで、慎 
重かつ適確な通報要件への判断を心掛 
けていた。 

        
⑧ 【措置診察の円滑な遂行】 

   通報要件について担当者間で多角的 
に協議し事前調査した内容を都道府県 
に報告した結果、措置診察となった場合 
は、措置診察の場所や時間等の＜措置診 
察実施に向けての調整＞が行われてい 
た。保健師が措置診察に同行しない時は 
都道府県の精神保健担当者に＜事前調 
査票を用いて申し送る＞が、状況によっ 
ては＜措置診察に同行する＞こともあ 
り、その際、措置診察に立ち会い、保健 
師が当事者の氏名確認を行う等、措置診 
察の導入や、指定医に通報の経緯等を報 
告するなど＜措置診察を進行する＞役 
目も果たしていた。 

 
⑨ 【医療につなげる支援】 

措置診察は非該当だが当事者に医療 
が必要な時は、当事者およびその家族に 
対し＜受診を促す＞が、その際、受診す 
る病院は当事者の＜病状に応じた病院 
の選定＞を行っていた。さらに通報を通 
じて初めて医療を導入したり、現在治療 
中断している当事者も多くいることか 
ら、受診を当事者やその家族任せにする 
のではなく＜受診に同行する＞ことで 
医療につなげる役割も担っていた。 

       
（3）相談時における援助内容および看護 

技法 
   当事者に関する相談が保健所にあっ 

た際の援助内容および看護技法として、 
次の 7つのカテゴリーを抽出した。 

   以下、カテゴリーを【 】、サブカテ 
ゴリーを＜ ＞で示す。 

    
① 【早急な対処を要するか見極める】 

家族や近隣住民等から保健所に相談 
があった場合、相談内容を見極め適確な 
援助をするために、相談者一方からの情 
報だけではなく多方面から＜相談内容 
に関して情報収集する＞ことを行って 
いた。そして得られた相談内容に関する 
情報を担当者間で多角的に＜相談内容 
の検討＞をし、＜緊急を要する場合は訪 
問する＞ことで早急に対処していた。 

       
② 【家族と接触する糸口を模索する】 

現在、緊急性はないものの当事者に医 

療が必要な時は、すぐに当事者と接触す 
るのではなく、まずは当事者やその家族 
とつながりのある保健師や関係機関等 
を把握し、どのように接触するのが最善 
なのか等、慎重に＜家族と接触する機会 
を探す＞ことから行っていた。そして直 
接家族から当事者に関する詳しい状況 
を聞くために、家族からの電話相談時に 
は保健師が、近隣住民等からの相談時に 
は保健師ではなく家族と顔なじみの近 
隣住民等が家族に＜来所への働きかけ 
＞を行い、来所を促していた。 

    
③ 【医療につなげる】 

上述②の家族と接触する糸口を模索 
した後、家族や当事者と接触することが 
できた時は、＜受診の提案＞を行ってい 
た。しかし精神科への受診に対して拒否 
がある場合は無理強いせず、当事者に既 
往歴があればそれを名目に受診を促し 
たり、健康診断を勧めてみる等＜別口実 
から受診を促す＞ことで、診療科がたと 
え違っていてもまずは医療機関に橋渡 
しすることから始めていた。また医療機 
関への受診を促すばかりではなく、相談 
支援をしている＜保健所の嘱託医につ 
なげる＞ことも行っていた。 

     
④ 【信頼関係の構築】 

相談者が来所された時は、まずは相談 
者の様々な＜思いを吐き出させる＞、そ 
の＜思いを受容する＞、＜共感する＞関 
わりを行っていた。そして相談者の訴え 
を傾聴しながらも、相談内容の核心を知 
り得るために相談者とともに＜話しの 
内容を整理する＞ことを行っていた。さ 
らに保健師として、相談内容に対し＜情 
に流されない＞毅然とした対応を常に 
心掛け相談者と関わっていた。 

 
⑤ 【職域を明確にする】 

保健所に対し家族や地域住民等から 
多くの相談が寄せられるが、中には保健 
所が当事者を強制入院させることがで 
きると思い込み要望してくることがあ 
る。そのため保健所としてはまず＜入院 
形態を説明する＞と同時に、強制入院さ 
せる権限を持っていない等＜保健所と 
してできることとできないことを伝え 
る＞ことで、保健所としての職域を明確 
にし、理解していただけるよう説明を行 
っていた。 

 
⑥ 【助言する】 

相談者に今後迷惑行為等、危険性が懸 
念される場合には、状況に応じて事前に 
＜警察に相談するよう助言する＞こと 



 

 

を行っていた。また当事者への関わり方 
等、＜対応をアドバイスする＞ことや、 
さらに疾患への理解を得るための説明 
や、必要に応じて医療機関の一覧表を渡 
す等の＜情報提供する＞こともあわせ 
て行っていた。 

        
⑦ 【他機関との協働】 

家族等からの相談内容や当事者の置 
かれている状況を保健師が精査し、必要 
性に応じて＜専門窓口につなげる＞こ 
とを行っていた。また当事者を支援する 
関係機関や警察などと日頃から情報を 
共有する機会を設ける等、＜他機関との 
協力体制の確立＞を図り、保健師は当事 
者の地域生活の営みを支える者として 
他機関と協働していた。 

        
（4）考察 
①通報時における援助内容および看護 
技法 
警察より保健所に通報の連絡が入っ

た時点で、通報の保護要件の確認、担当
者間で所内にある当事者に関するデー
タ等の情報の共有を行うなど、所内にお
ける通報への体制を整えていた。 

   そして保健師は警察署で、当事者およ
びその家族との面接や、警察等の関係機
関から情報を得て通報に至った背景や
病態をつかんでいたが、その際、保健福
祉的な側面だけではなく医学的な側面
も加味しながら当事者の心身の状態等
を総合的にとらえ、保護要件を判断して
いたと考える。 

   保健師は当事者およびその家族との
面接において、人権への配慮をしながら、
思いや訴えに対して傾聴および気持ち
によりそう等の人間関係の確立を図っ
ていた。当事者に関する情報がほとんど
ない中での面接は、当事者に対して対応
を一歩誤ると取り返しのつかない事態
（自傷他害など）となる恐れがあるにも
拘らず、保健師は当事者の精神症状やコ
ミュニケーションスキル等、面接時の反
応を見極め、安全にも配慮しながら、適
時適切な対応を行っていたと考える。 

   また通報制度についての説明や、当事
者やその家族の個々に応じた助言を面
接時に行い、必要時には他機関との連携
も図っていた。さらに措置診察は非該当
だが当事者に医療が必要な時は、保健師
が当事者の病状等に応じた病院を探し、
受診にも同行していた。つまり、通報の
連絡が入った時点から措置診察までの
流れとしての援助で終わらせるのでは
なく、当事者やその家族の状況を踏まえ
たうえで助言や他機関との連携を行っ

ていた。現状として当事者の受診への拒
否等により未治療や治療中断のすえ通
報に至ったケースが多いことから、保健
師はこの機会を医療導入のチャンスと
とらえ、当事者やその家族にとって最善
の方法を常に考え看護援助を行ってい
たと考える。 

   現在、地域で生活している当事者に対
する支援施策を担っているのは市町村
保健師であり、通報のあった当事者に関
する情報を有している可能性はあるの
にも拘らず、本研究対象者から市町村保
健師との連携等に関する語りはなく、連
携の希薄さが伺われた。当事者の情報が
ほとんどない中での通報への援助は、上
述しているように困難を伴うとともに、
当事者および支援者双方においても危
険と隣合せである。そのような観点から、
日頃から市町村および保健所の保健師
が互いに連携を図ることは、当事者の精
神症状悪化時においても早急な対処や、
さらには通報への回避につながること
も考えられる。万が一、通報に至ったと
しても上述の連携により当事者に関す
る情報を得ているため、迅速な援助が行
えると考える。以上のことから地域で生
活する当事者を支えるという共通目的
のもと、市町村および保健所の保健師が
さらなる協働が必要ではないかと考え
る。 

   保健師は警察より保健所に通報の連
絡が入った時点で、通報に至った保護要
件の確認を行っていた。その背景として、
警察官は通報に関する研修等を受講し
ているとはいえ精神保健に関する専門
家ではないため、精神症状や自傷他害に
ついて担当者との認識のズレが生じて
おり、それにより通報要件にあたらない
ケースでの通報がみられている現状が
ある。そのため今後、通報要件における
ズレが生じないように保健所の担当者
と警察官が共同で研修会を設ける等、共
通認識を図っていく必要性があると考
える。 

 
②相談時における援助内容および看護 
技法 
家族や近隣住民等から保健所に相談が

あった場合、その相談内容を見極め、緊急
を要する場合は迅速に訪問し対処してい
た。つまり、相談者の訴えをすべてうのみ
にするのではなく、多方面から相談内容に
関する情報をすみやかに集め、担当者間で
多角的に協議し、相談の内容を見極めてい
たと考える。 

  緊急性はないものの当事者に医療が必
要な時は、すぐに当事者と接触するのでは



 

 

なく、どのように接触するのが最善なのか
等について慎重に接触する機会を模索し
ていた。その理由としては、保健師と当事
者およびその家族との面識や信頼関係が
ない中で突然訪問したとしても受け入れ
てもらえないことが想定でき、むしろ不信
感につながりかねない。しかもその初回時
での関わりの失敗により、今後、繋がりを
もつことが困難となるのに加え、信頼回復
するのに非常に時間を費やすことにもな
りうる。それは当事者にとって医療導入が
遅れることでもあるため、どのように接触
するのが最善なのかを慎重に検討してい
たと考える。 

  その甲斐あって当事者およびその家族
と接触することができた時は、受診の提案
を行っていた。もし当事者に精神科への受
診に対して拒否がある場合は無理強いせ
ず、別の口実から受診を促したり、時には
保健所の嘱託医につなげていた。加えて保
健師は当事者および相談者の状況に応じ
た助言や、専門窓口につなげたり、個別性
を活かした援助を行っていたと考える。し
かし人権への配慮等を重視するあまり上
述の対応が慎重になりすぎてしまい、医療
導入までに過大な時間を要することもあ
る。それにより医療導入が遅れ、結果的に
精神症状悪化や通報に至ってしまうこと
が懸念されるため、今後、早期医療導入に
おける新たなシステムの開発および構築
が必要であると考える。 

  また家族や地域住民等の相談者との関
わりにおいて、保健師は様々な思いを吐き
出させたり、受容等をしながら信頼関係の
構築をしていた。相談者の中には感情を表
出するあまり相談内容の核心が分からな
くなるケースも多くみられる。そのため保
健師は相談者の話しを傾聴しながら、相談
内容を整理するだけでなく相談者自身の
気持ちの整理についてもあわせて行って
いたと思われる。 

  さらに相談者の中には保健所が当事者
を強制入院させることができると思い込
み要望してくることがある。そのため保健
師として相談者が上述の内容で相談に来
られる事情に理解を示しながらも、保健所
としてできることとできないことの職域
や入院形態について明確に伝え、相談者に
理解を求めていたと考える。 
本研究において通報や相談時における

援助内容および看護技法について別々に
述べてきたが、相談時における様々な援助
は、当事者の精神症状悪化への防止、ひい
ては通報を未然に防ぐことにもつながり、 
援助の重要性はことさら言うまでもない。
実際、保健所に持ち込まれる相談内容は多
様で、かつ、ケースによっては困難をきた

しており、担当者間で互いの職種の特性を
活かしながら協働し援助しているが、多様
性に富んだ幅広い援助を提供するには、保
健所の担当者間のみでは限界がある。その
ため都道府県・保健所・市町村・病院・警
察等の関係機関が、機関の垣根を越えてよ
り一層連携のうえ協働することが今後の
喫緊の課題ではないかと考える。 
また、今回導き出した通報および相談時

における看護援助を今後、保健師が実践を
積み重ねる中で、類似する事例の援助内容
や看護技法について深く検討することが
重要であり、そして標準化に向けて探求し
ていくことこそが、地域で生活をする当事
者を支える看護援助の質の向上に寄与す
ると考える。 
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